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佐
賀
県
精
神
障
害
者
及
び
麻
薬
中
毒
者
措
置
入
院
費
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

　

佐
賀
県
精
神
障
害
者
及
び
麻
薬
中
毒
者
措
置
入
院
費
徴
収
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
佐
賀
県

規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
規
則
第
七
六
号
）

１　

措
置
入
院
者
又
は
そ
の
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
員
が
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
支
援
給
付
を

受
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
措
置
入
院
者
に
係
る
入
院
費
を
徴
収
し
な
い
こ
と
と
し
た
。

（
第
二
条
関
係
）

２　

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。（
別
表
関
係
）

３　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

佐
賀
県
精
神
障
害
者
及
び
麻
薬
中
毒
者
措
置
入
院
費
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
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名　
　

称

植
田
産
婦
人
科
医
院

山
口
皮
膚
泌
尿
器
科

医
院

島
内
外
科
内
科
医
院

博
賀
堂
薬
局

所　
　

在　
　

地

佐
賀
市
与
賀
町
二
番
五
三
号

伊
万
里
市
蓮
池
町
一
二
二

佐
賀
市
神
野
西
一
丁
目
四
番
一
五
号

多
久
市
北
多
久
町
大
字
多
久
原
二
四
一
四
番
地

九
二

指
定
年
月
日

平
成
二
〇
・
七
・
一
四

〃

平
成
二
〇
・
九
・
一

平
成
二
〇
・
七
・
一
二

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年

法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

　

第
二
条
第
三
項
中
「
規
定
に
よ
る
保
護
」
の
下
に
「
又
は
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

の
規
定
に
よ
る
支
援
給
付
」
を
加
え
る
。

　

別
表
の
百
五
十
万
円
以
下
の
額
の
項
及
び
百
五
十
万
円
を
超
え
る
額
の
項
中
「１５０

万
円

」

を
「１４７

万
円

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
同

法
に
よ
る
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
し
、
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の

促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に

よ
り
、
同
法
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
次
の
医
療

機
関
を
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

名　
　

称

植
田
産
婦
人
科
医
院

島
内
医
院

医
療
法
人　

立
山　

立
山
歯
科
医
院

シ
モ
セ
薬
局　

武
内

支
店

ド
ラ
ッ
グ
イ
レ
ブ
ン

薬
局　

中
ノ
小
路
店

ド
ラ
ッ
グ
イ
レ
ブ
ン

薬
局　

国
病
前
店

ド
ラ
ッ
グ
イ
レ
ブ
ン

薬
局　

中
川
通
り
店

ド
ラ
ッ
グ
イ
レ
ブ
ン

薬
局　

み
ゆ
き
通
り

店ド
ラ
ッ
グ
イ
レ
ブ
ン

薬
局　

築
城
店

ド
ラ
ッ
グ
イ
レ
ブ
ン

薬
局　

千
代
田
店

所　
　

在　
　

地

佐
賀
市
与
賀
町
二
番
五
三
号

佐
賀
市
神
野
西
一
丁
目
四
番
六
号

三
養
基
郡
基
山
町
大
字
小
倉
一
六
五
七
番
地
一

武
雄
市
武
内
大
字
真
手
野
二
八
一
八
〇
番
地
四

佐
賀
市
中
の
小
路
七
番
二
八
号

嬉
野
市
嬉
野
町
大
字
下
宿
丙
二
三
九
〇
番
地
五

嬉
野
市
嬉
野
町
大
字
下
宿
乙
二
二
八
六
番
地
四

嬉
野
市
嬉
野
町
大
字
下
宿
乙
一
三
八
〇
番
地

嬉
野
市
嬉
野
町
大
字
下
宿
甲
四
一
七
五
番
地
一

神
埼
市
千
代
田
町
餘
江
一
二
一
一
番
地
一

指
定
年
月
日

平
成
二
〇
・
七
・
一
四

平
成
二
〇
・
九
・
一

〃

平
成
二
〇
・
九
・
一
〇

平
成
二
〇
・
九
・
一
六

〃〃〃〃〃
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に
よ
る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
し
、
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お

り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

一　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
八
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
と
さ
く
さ
ん

　
　
　
　

所
在
地　

鳥
栖
市
田
代
昌
町
七
番
地

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
と
さ
く
さ
ん　

宅
幼
老
所
き
ざ
と

　
　
　
　

所
在
地　

鳥
栖
市
曽
根
崎
町
一
二
七
三
番
地
の
三

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

通
所
介
護

二　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
八
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

社
会
福
祉
法
人　

洞
庵
の
園

　
　
　
　

所
在
地　

鳥
栖
市
山
浦
町
二
九
七
三

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

小
規
模
多
機
能
介
護
事
業
所　

い
ち
ょ
う
の
樹　

ど
う
あ
ん

　
　
　
　

所
在
地　

鳥
栖
市
山
浦
町
二
九
七
七
番
三

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

三　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人
社
団 
高
仁
会

　
　
　
　

所
在
地　

多
久
市
北
多
久
町
大
字
多
久
原
二
五
一
二
番
地
二
四

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
そ
よ
か
ぜ

　
　
　
　

所
在
地　

多
久
市
北
多
久
町
大
字
多
久
原
二
五
一
二
番
地
二
四

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

四　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人
社
団 
高
仁
会

　
　
　
　

所
在
地　

多
久
市
北
多
久
町
大
字
多
久
原
二
五
一
二
番
地
二
四

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

通
所
介
護　

多
久
い
こ
い
の
里

　
　
　
　

所
在
地　

多
久
市
北
多
久
町
大
字
多
久
原
二
五
一
二
番
地
二
四

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

五　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社
ほ
の
ぼ
の

　
　
　
　

所
在
地　

伊
万
里
市
黒
川
町
塩
屋
五
〇
九
番
地
一

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

通
所
介
護　

ほ
の
ぼ
の

　
　
　
　

所
在
地　

伊
万
里
市
黒
川
町
塩
屋
五
〇
九
番
地
一

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

通
所
介
護

六　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社
ほ
の
ぼ
の

　
　
　
　

所
在
地　

伊
万
里
市
黒
川
町
塩
屋
五
〇
九
番
地
一

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

介
護
付
有
料
老
人
ホ
ー
ム
ほ
の
ぼ
の

　
　
　
　

所
在
地　

伊
万
里
市
黒
川
町
塩
屋
五
一
一
番
地
一
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サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

特
定
施
設
入
所
者
生
活
介
護

七　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

社
会
福
祉
法
人　

聖
母
の
騎
士
会

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
大
和
町
久
池
井
一
五
二
一
番
地
二

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護　

ゆ
り

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
大
和
町
久
池
井
一
三
八
六
番
地
二

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
し
、
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お

り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

一　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
七
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人　

三
輪
堂

　
　
　
　

所
在
地　

鳥
栖
市
元
町
一
〇
八
六
番
地

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

三
輪
堂
医
院
デ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　

所
在
地　

鳥
栖
市
元
町
一
〇
八
六
番
地

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

二　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
八
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

と
さ
く
さ
ん

　
　
　
　

所
在
地　

鳥
栖
市
田
代
昌
町
七
番
地

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

と
さ
く
さ
ん　

宅
幼
老
所
き
ざ
と

　
　
　
　

所
在
地　

鳥
栖
市
曽
根
崎
町
一
二
七
三
番
地
の
三

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
通
所
介
護

三　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
八
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

社
会
福
祉
法
人　

洞
庵
の
園

　
　
　
　

所
在
地　

鳥
栖
市
山
浦
町
二
九
七
三

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

小
規
模
多
機
能
介
護
事
業
所　

い
ち
ょ
う
の
樹　

ど
う
あ
ん

　
　
　
　

所
在
地　

鳥
栖
市
山
浦
町
二
九
七
七
番
三

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

四　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人 
篠
田
整
形
外
科

　
　
　
　

所
在
地　

武
雄
市
朝
日
町
大
字
甘
久
一
四
二
〇
番
地

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

介
護
老
人
保
健
施
設 
コ
ス
モ
ス

　
　
　
　

所
在
地　

武
雄
市
武
雄
町
大
字
永
島
字
会
町
一
三
八
二
一
番
地

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

五　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人 
篠
田
整
形
外
科
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所
在
地　

武
雄
市
朝
日
町
大
字
甘
久
一
四
二
〇
番
地

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

介
護
老
人
保
健
施
設 
コ
ス
モ
ス

　
　
　
　

所
在
地　

武
雄
市
武
雄
町
大
字
永
島
字
会
町
一
三
八
二
一
番
地

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

六　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人
社
団 
高
仁
会

　
　
　
　

所
在
地　

多
久
市
北
多
久
町
大
字
多
久
原
二
五
一
二
番
地
二
四

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

訪
問
介
護
セ
ン
タ
ー 
多
久
い
こ
い
の
里

　
　
　
　

所
在
地　

多
久
市
北
多
久
町
大
字
多
久
原
二
五
一
二
番
地
二
四

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
訪
問
介
護

七　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人
社
団 
高
仁
会

　
　
　
　

所
在
地　

多
久
市
北
多
久
町
大
字
多
久
原
二
五
一
二
番
地
二
四

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ず
な

　
　
　
　

所
在
地　

多
久
市
北
多
久
町
大
字
多
久
原
二
五
一
二
番
地
二
四

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
訪
問
看
護

八　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人
社
団 
高
仁
会

　
　
　
　

所
在
地　

多
久
市
北
多
久
町
大
字
多
久
原
二
五
一
二
番
地
二
四

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
そ
よ
か
ぜ

　
　
　
　

所
在
地　

多
久
市
北
多
久
町
大
字
多
久
原
二
五
一
二
番
地
二
四

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

九　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人
社
団 
高
仁
会

　
　
　
　

所
在
地　

多
久
市
北
多
久
町
大
字
多
久
原
二
五
一
二
番
地
二
四

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

通
所
介
護　

多
久
い
こ
い
の
里

　
　
　
　

所
在
地　

多
久
市
北
多
久
町
大
字
多
久
原
二
五
一
二
番
地
二
四

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
通
所
介
護

十　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人
社
団 
高
仁
会

　
　
　
　

所
在
地　

多
久
市
北
多
久
町
大
字
多
久
原
二
五
一
二
番
地
二
四

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

通
所
介
護　

多
久
い
こ
い
の
里

　
　
　
　

所
在
地　

多
久
市
北
多
久
町
大
字
多
久
原
二
五
一
二
番
地
二
四

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

十
一　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
日

　
　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人
社
団 
高
仁
会

　
　
　
　
　

所
在
地　

多
久
市
北
多
久
町
大
字
多
久
原
二
五
一
二
番
地
二
四

　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　

名　

称　

デ
イ
ケ
ア　

多
久
い
こ
い
の
里

　
　
　
　
　

所
在
地　

多
久
市
北
多
久
町
大
字
多
久
原
二
五
一
二
番
地
二
四

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

十
二　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
日



���������������� � � � � �������������� �

　
　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人
社
団 
高
仁
会

　
　
　
　
　

所
在
地　

多
久
市
北
多
久
町
大
字
多
久
原
二
五
一
二
番
地
二
四

　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　

名　

称　

短
期
入
所
療
養
介
護　

多
久
い
こ
い
の
里

　
　
　
　
　

所
在
地　

多
久
市
北
多
久
町
大
字
多
久
原
二
五
一
二
番
地
二
四

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

十
三　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
日

　
　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　

名　

称　

医
療
法
人
社
団 
高
仁
会

　
　
　
　
　

所
在
地　

多
久
市
北
多
久
町
大
字
多
久
原
二
五
一
二
番
地
二
四

　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　

名　

称　

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
悠
々

　
　
　
　
　

所
在
地　

多
久
市
北
多
久
町
大
字
多
久
原
二
五
一
二
番
地
二
四

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

十
四　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
日

　
　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社　

ほ
の
ぼ
の

　
　
　
　
　

所
在
地　

伊
万
里
市
黒
川
町
塩
屋
五
〇
九
番
地
一

　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　

名　

称　

通
所
介
護　

ほ
の
ぼ
の

　
　
　
　
　

所
在
地　

伊
万
里
市
黒
川
町
塩
屋
五
〇
九
番
地
一

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
通
所
介
護

十
五　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
日

　
　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　

名　

称　

株
式
会
社　

ほ
の
ぼ
の

　
　
　
　
　

所
在
地　

伊
万
里
市
黒
川
町
塩
屋
五
〇
九
番
地
一

　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　

名　

称　

介
護
付
有
料
老
人
ホ
ー
ム
ほ
の
ぼ
の

　
　
　
　
　

所
在
地　

伊
万
里
市
黒
川
町
塩
屋
五
一
一
番
地
一

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
特
定
施
設
入
所
者
生
活
介
護

十
六　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
十
月
一
日

　
　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　
　

名　

称　

社
会
福
祉
法
人　

聖
母
の
騎
士
会

　
　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
大
和
町
久
池
井
一
五
二
一
番
地
二

　
　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　
　

名　

称　

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護　

ゆ
り

　
　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
大
和
町
久
池
井
一
三
八
六
番
地
二

　
　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
居
宅
介
護
支
援
計
画
を
作
成
し
、
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及

び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
支
援
計
画
を
作
成
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お

り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

一　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
八
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

居
宅
介
護
支
援
事
業
所　

と
も
な
が

　
　
　
　

所
在
地　

西
松
浦
郡
有
田
町
桑
古
場
乙
二
二
九
〇
番
地

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類



���������������� � � � � ���������������

　
　
　
　

名　

称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

居
宅
介
護
支
援
事
業
所　

と
も
な
が

　
　
　
　

所
在
地　

西
松
浦
郡
有
田
町
桑
古
場
乙
二
二
九
〇
番
地

二　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

有
限
会
社　

釘
本

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
神
野
西
四
丁
目
一
二
番
一
二
号

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

居
宅
介
護
支
援
事
業
所　

青
空

　
　
　
　

所
在
地　

佐
賀
市
神
野
西
四
丁
目
一
二
番
一
二
号

三　

�　

指
定
年
月
日　

平
成
二
十
年
九
月
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

有
限
会
社　

ひ
か
り
介
護
サ
ー
ビ
ス

　
　
　
　

所
在
地　

鹿
島
市
大
字
納
富
分
一
五
一
五
番
地

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

ケ
ア
プ
ラ
ン
ひ
か
り

　
　
　
　

所
在
地　

鹿
島
市
大
字
納
富
分
一
五
一
五
番
地

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�


�

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
及
び
中

国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た

生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に

よ
り
、
指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

一　

�　

廃
止
年
月
日　

平
成
二
十
年
八
月
三
十
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人 
ほ
の
ぼ
の

　
　
　
　

所
在
地　

伊
万
里
市
黒
川
町
塩
屋
五
〇
九
番
地
一

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

通
所
介
護
ほ
の
ぼ
の

　
　
　
　

所
在
地　

伊
万
里
市
黒
川
町
塩
屋
五
〇
九
番
地
一

　
　
　
　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

通
所
介
護
及
び
介
護
予
防
通
所
介
護

二　

�　

廃
止
年
月
日　

平
成
二
十
年
八
月
三
十
一
日

　
　

�　

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
　

名　

称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人 
ほ
の
ぼ
の

　
　
　
　

所
在
地　

伊
万
里
市
黒
川
町
塩
屋
五
〇
九
番
地
一

　
　

�　

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
　
　
　

名　

称　

特
定
施
設
入
所
者
生
活
介
護
事
業
所
ほ
の
ぼ
の

　
　
　
　

所
在
地　

伊
万
里
市
黒
川
町
塩
屋
五
一
一
番
地
一

　

サ
ー
ビ
ス
の
種
類　

特
定
施
設
入
所
者
生
活
介
護
及
び
介
護
予
防
特
定
施
設
入
所

者
生
活
介
護

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
都
市
計
画
事
業
を
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日　
　
�
�
�
�
�
�
�
�

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

一　
　

施
行
者
の
名
称

　
　
　

唐
津
市

二　
　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　
　
　

唐
津
都
市
計
画
道
路
事
業　

三
・
四
・
十
号　

東
城
内
町
田
線

三　
　

事
業
施
行
期
間

　
　
　
　

平
成
二
十
年　

月　
　

日
か
ら
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平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　
　

事
業
地

　
　
　

収
用
の
部
分　

唐
津
市
町
田
三
丁
目
及
び
、
町
田
地
内

　
　
　

使
用
の
部
分　

な
し

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
江
北
町
の
区
域
内
の
字
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
、
同
町
長
か
ら
届
出
が

あ
っ
た
。

　

右
の
処
分
は
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
認
証
の
あ
っ
た
日
か
ら
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

区
域
を
変
更
す
る
字
の

名
称

大
字
山
口
田
尻

大
字
山
口
字
浦
ノ
谷

大
字
山
口
字
前
町

同　

上　

に　

編　

入　

す　

る　

区　

域

　

大
字
上
小
田
字
一
本
松
四
五
五
並
び
に
こ
れ
に
伴
う
道
路
、
水
路
及
び

堤
の
区
域

　

大
字
山
口
字
前
町
四
六
四
六
八

の
地
先
の
大
字
上
小
田
字
一
本
松
の
道

路
及
び
堤

　

大
字
上
小
田
字
西
浦
二
五
一
一
第

二
、
二
五
一
三
第

二
、
二
五
一
四
第
二

及
び
二
五
一
五
第
二

並
び
に
こ
れ
ら
に
伴
う
道
路
及
び
水
路
の
区
域

　

大
字
上
小
田
字
西
浦
二
五
一
九
の
地
先
の
水
路

　

大
字
上
小
田
字
一
本
松
四
五
五

の
地
先
の
字
西
浦
の
堤

　

大
字
山
口
字
柳
谷
四
九
四
〇
二

、
四
九
四
二
二

、
四
九
四
三
二

、
四
九
四

四
二

、
四
九
四
五
二

及
び
四
九
四
七
四

並
び
に
こ
れ
ら
に
伴
う
道
路
の
区
域

　

大
字
山
口
字
鈴
山
五
一
四
三
三

及
び
五
一
四
四
二

並
び
に
こ
れ
ら
に
伴

う
道
路
の
区
域

大
字
山
口
字
土
元
三
九
七
三
三

、
三
九
七
四
三

、
三
九
七
五
二

、
三
九
八

六
二

、
三
九
八
七
六

及
び
三
九
八
九
三

並
び
に
こ
れ
ら
に
伴
う
道
路
の
区
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
六
五
四

大
字
山
口
字
柳
谷
四
六
四
九
三

、
四
六
四
九
第
二

、　
　
　
　
　
　
　
二

、
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
六
五
五
���

大
字
山
口
字
西
浦

大
字
山
口
字
柳
谷

六
五
五
二

、
四
六
五
六
三

及
び
四
六
五
六
第
二

　

大
字
山
口
字
田
尻
四
九
七
三
三

、
四
九
七
五
二

、
四
九
七
六
二

、
五
〇
二

四
二

、
五
〇
二
五
二

、
五
〇
二
九
二

、
五
〇
三
一
五

及
び
五
〇
三
一
七

並
び
に

五
〇
三
三
の
一
部

　

大
字
山
口
字
田
尻
五
〇
七
五
一

、
五
〇
七
五
二

、
五
〇
七
六
、
五
〇
七

八
一

、
五
〇
七
八
二

、
五
〇
七
九
及
び
五
〇
八
〇

　

大
字
山
口
字
浦
ノ
谷
四
五
〇
四
、
四
五
〇
五
二

及
び
四
五
〇
五
三

並
び

に
こ
れ
ら
に
伴
う
水
路
の
区
域

　

大
字
山
口
字
前
町
四
六
三
一
四

、
四
六
三
一
第
二

、
四
六
三
二
四

、
四
六
三

二
第
二

、
四
六
三
三
四

及
び
四
六
三
三
第
二

並
び
に
こ
れ
ら
に
伴
う
道
路
及

び
水
路
の
区
域

　

大
字
山
口
字
田
尻
四
九
四
八
二

、
四
九
五
〇
二

、
四
九
五
〇
三

、
四
九
五

二
三

及
び
四
九
五
五
二

　

大
字
山
口
字
田
尻
四
九
五
六
一

、
四
九
五
七
、
四
九
五
八
、
四
九
六
一
、

四
九
六
二
一

及
び
四
九
六
六
一

の
地
先
の
道
路

　

大
字
山
口
花
祭
字
東
百
合
野
一
一

、
一
二

、
二
二

、
二
三

、
三
二

、
三
四

、

三
六

か
ら
三
八

ま
で
、
三
一
〇

、
三
一
一

、
四
一

か
ら
四
三

ま
で
、
五
二

、
五
三

、

六
二

か
ら
六
四

ま
で
、
七
二

、
七
三

、
二
五
二

、
二
五
三

、
二
六
二

、
二
六
三

、

二
七
二

及
び
二
八
二

並
び
に
こ
れ
ら
に
伴
う
道
路
の
区
域

　

大
字
山
口
花
祭
字
横
谷
三
〇
三
二

、
三
〇
三
三

、
三
〇
四
一

か
ら
三
〇
四

四

ま
で
、
三
〇
五
一

か
ら
三
〇
五
四

ま
で
、
三
〇
六
、
三
〇
七
一

、
三
〇
七
二

、

三
〇
八
一

か
ら
三
〇
八
四

ま
で
、
三
〇
九
、
三
一
〇
一

、
三
一
〇
二

、
三
一

一
一

か
ら
三
一
一
三

ま
で
、
三
一
二
、
三
一
三
一

、
三
一
三
二

、
三
一
三
四

及

び
三
一
三
五

並
び
に
こ
れ
ら
に
伴
う
道
路
の
区
域

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�

　

選
挙
運
動
及
び
政
治
活
動
取
扱
規
程
（
昭
和
三
十
年
佐
賀
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　

松　
　

尾　
　

紀　
　

男　
　

　

第
二
十
四
号
様
式
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

��

�
�
�
�
�
	


�
�
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平
成
何
年
何
月
何
日
執
行　

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙

　
　

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
等
の
掲
示

何
選
挙
管
理
委
員
会

（ふりがな）
衆議院名簿届出
政 党 等 の 名 称

（ふりがな）
略　　称

衆議院名簿登載者の氏名及び
当選人となるべき順位

順
位
（
ふ
り
が
な
）

氏　

名

順
位
（
ふ
り
が
な
）

氏　

名

順
位
（
ふ
り
が
な
）

氏　

名

順
位
（
ふ
り
が
な
）

氏　

名

� ������������������������������������������������������������

� ������������������������������������������������������������

備
考１　

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
等
の
掲
示
は
、
公
職
選
挙
法
第
百
七
十
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
く
じ
で
定
め
た
順
序
に
従
い
、
上
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

２　
「
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
」、「
略
称
」
及
び
「
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
」

に
つ
い
て
は
縦
書
き
と
し
て
ふ
り
が
な
を
付
し
、「
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
」
に
つ
い

て
は
横
書
き
と
す
る
こ
と
。

　
　

な
お
、
使
用
す
る
文
字
の
大
き
さ
は
、
全
て
の
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
に
つ
い
て

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�
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�
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�
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�
�
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�
�
�
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�
�

�
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�
�
�
	


�
�
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同
一
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
名
称
と
略
称
に
つ
い
て
も
同
一
の
大
き
さ
の
文
字
を
使
用

す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

３　

各
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
枠
の
縦
幅
は
、
全
て
同
一
と
す
る
こ
と
。

４　

略
称
の
な
い
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
に
つ
い
て
は
、
略
称
の
欄
は
空
欄
と
す
る
こ

と
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

定
員

実
施
期
間

講
習
の
種
別

講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分

２０
人

平
成
２０
年
１１
月
１９
日（
水
）か
ら

平
成
２０
年
１１
月
２６
日（
水
）ま
で

新
規
取
得
講
習

法
第
２
条
第
１
項
第
４
号
に
規

定
す
る
警
備
業
務

１０
人

平
成
２０
年
１１
月
２５
日（
火
）及
び

平
成
２０
年
１１
月
２６
日（
水
）

追
加
取
得
講
習

�
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